
 

第３１回選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in 熊谷 

大会スローガン ～ 舞い上がってゆけ‼ 熊谷の地へ ～ 

 

開 催 要 項 
主  催 熊谷市 熊谷市教育委員会 公益財団法人埼玉県サッカー協会 

主  管 選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷実行委員会 

後  援 埼玉県 埼玉県教育委員会 公益財団法人埼玉県スポーツ協会  

公益財団法人熊谷市スポーツ協会 一般財団法人全日本大学女子サッカー連盟  

一般社団法人関東サッカー協会女子委員会  

埼玉県女子サッカー連盟 熊谷市サッカー協会 

 毎日新聞社 スポーツニッポン新聞社 ＮＨＫさいたま放送局 テレ玉  

Ｊ：COM 熊谷・深谷 一般社団法人熊谷市観光協会 熊谷商工会議所 

 くまがや市商工会 妻沼聖天山 太田熊谷ホテル協議会 

協力機関    日本赤十字社埼玉県支部 

特別協賛  尚美学園大学 城西大学 株式会社モルテン 株式会社ミカサ  

株式会社アイズ・カンパニー（エグゼフ） 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

 

 

１ 大会名称 第３１回選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷 

 

２ 期 日 令和７年３月２５日（火）～２９日（土） 

            【代表者会議】３月２５日（火）午後２時００分 

            【開会式】３月２５日（火）午後３時００分 

 【予選リーグ及び順位別トーナメント戦】３月２６日（水）～２９日（土）  

 【閉会式】３月２９日（土）順位別トーナメント戦終了後 

   

３ 会   場 【代表者会議・開会式】 熊谷スポーツ文化公園 

            【試合会場】 熊谷スポーツ文化公園・熊谷市利根川総合運動公園サッカー場 

 【閉会式】 熊谷スポーツ文化公園 

 

４ 参加資格 原則として、令和6年度（公財）日本サッカー協会女子に登録されたチームであること。 

 

５ 参加チーム数  ４８チーム 

 

６ 参加費      大会参加費は、１チームにつき、２０，０００円とする。 

 

７ 競技方法      ⑴予選リーグ及び順位別トーナメント戦を行い、順位を決定する。 

 ⑵試合時間は、予選リーグを４０分とし、試合開始から２０分経過した時点でコートチェン

ジを行い、ハーフタイムは設けない。順位別トーナメント戦は６０分とし、ハーフタイムの

インターバルは５分とする。 

 ⑶予選リーグ、順位別トーナメントともに、アディショナルタイムは設けない。 

⑷予選リーグにおける順位の決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点とし勝ち点

の多い順に決定する。但し、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従い順位を

決定する。 



   ① 得失点差 

   ② 総得点 

③ 当該チーム同士の対戦成績 

  ④ ①～③が同じ場合、抽選（当該チーム代表者立ち会いによる）によって決定する。 

 ⑸順位別トーナメント戦において勝敗が決定しない場合は、ＰＫ方式により次回戦進出 

チーム及び勝者を決定する。 

 

８  競技規則 ⑴「サッカー競技規則2024/25」による。 

 ⑵交代に関しては、あらかじめ登録された６名について許される。 

 ⑶大会期間中警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。 

 ⑷本大会において退場を命じられた選手は次の試合に出場できず、以降の処理は大会

規律委員会で決定する。 

 

９  登録選手の変更及びメンバー表の提出について 

             ⑴選手の変更は代表者会議当日までとし、選手変更届を提出すること。 

  ⑵メンバー表は、試合開始３０分前までに各会場本部に提出する。 

 

１０ ユニフォーム  ⑴ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として正と色彩が

異なるユニフォームを用意する。 

  ⑵背番号は、登録と同一とする。 

 

１１  表 彰  優勝・準優勝・第３位に表彰状及びカップを授与する。なお、優勝チームには優勝旗を

授与し、次回までこれを保管する。その他、個人賞等あり。 

 

１２  組 合 せ 実行委員会において決定する。 

 

１３  傷害保険  本大会への参加者はスポーツ安全保険等に加入済であること。 

 大会期間中の負傷及び事故については、主催者において応急処置（救急車の手配等）

は行うが、その後の処置は当該チームの責任で行うこと。 

 

１４  宿 泊  宿泊を希望する場合は、一般社団法人太田熊谷ホテル協議会が行う。 

 

１５  そ の 他 ⑴荒天等、その他不測の事態により本大会の開催が困難な状況が発生した場合は、主    

催者の判断によって会期等の変更または中止を別途定める場合がある。 

  ⑵実施の可否、大会規模、実施方法などについては主催者の判断によって変更する場合

がある。 

 

 実行委員会事務局    熊谷市総合政策部スポーツタウン推進課 

   〒360-8601埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1（熊谷市役所7階） 

    TEL048-524-1135 FAX048-525-9335 


